
事故・災害等に関する報告連絡体制

千年タクシー株式会社　緊急事態連絡図

緊 急 事 態

事故発生現場
警 察 署 　１１０番

乗 務 員
消 防 署　 １１９番

交  通  管  制  室

(高 速 道 路)

一 般 電 話

緊急用非常電話

広島運輸支局

本社営業所 整備担当　TEL 082-233-9169

TEL 084-987-1222 輸送担当　TEL 082-233-9167

 FAX 084-987-3062 時間外・休日 (090-7374-9278)

広島県タクシー協会

運行管理者 TEL 082-233-9155

運行管理補助者 広島県ﾊﾞｽ協会

TEL 082-261-3238

整備管理者

代表取締役

※対策本部・現地対策本部

救援措置

負傷者の状況、病院名、負傷者名が判明次第報告する。

車輌その他の損傷、復旧方法を報告する。

代車手配

速やかに旅客輸送の手配を行う。

その他指示

【事故発生時の従業員がする処置】

　①死傷者のある場合まず救急の処置をとる。

　②事故拡大防止処置をとる。

　③警察に連絡する。

　④本社に連絡する。

　⑤旅客の安全を確保する。


